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○袋井市建築基準法施行細則 

平成18年12月28日規則第34号 

改正 

平成19年12月10日規則第23号 

平成27年５月29日規則第26号 

平成29年９月29日規則第25号 

平成30年９月21日規則第28号 

令和元年６月24日規則第３号 

令和３年３月30日規則第２号 

袋井市建築基準法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）、建築基準法施行

令（昭和25年政令第338号。以下「政令」という。）及び建築基準法施行規則（昭和25年建設省令

第40号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（確認申請書の添付図書） 

第２条 法第６条第１項（法第88条第１項において準用する場合を含む。第３条、第５条及び第21

条において同じ。）の規定による確認の申請書（以下「確認申請書」という。）には、次に掲げ

る図書を添えなければならない。 

(１) 敷地の位置を示す公図の写し又はこれに代わるもの 

(２) がけの高さ（がけの下端を通る30度のこう配の斜線を超える部分について、がけの下端か

らその最高部までの高さをいう。）が２メートルを超えるがけに接する敷地に建築物を建築す

る場合にあっては、がけの上端及び下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状及び土質

等を示す図書 

(３) 静岡県建築基準条例（昭和48年静岡県条例第17号。以下「県条例」という。）第10条の２

第１項の規定に適合することの確認に必要な図書 

２ 省令第１条の３第１項の表１又は省令第３条第１項の表に掲げる付近見取図は、縮尺2,500分の

１とし、省令第１条の３第１項又は省令第３条第１項の明示すべき事項の欄に規定するもののほ

か、地域地区及び都市計画施設を明示したものでなければならない。 

（建築物の建築に関する確認の特例） 

第２条の２ 政令第10条第３号ハ及び第４号ハにより市長が定める規定は、県条例第10条の２第１
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項の規定に基づく建築物の各部分の耐力及び変形限度等の基準（平成29年静岡県告示第219号）第

１項第１号（法第20条第１項第４号イに係る部分に限る。）とする。 

（工事監理者又は工事施工者の決定の届出） 

第３条 工事監理者又は工事施工者（以下「監理者等」という。）が未定のまま確認申請書を提出

した建築主又は築造主（以下「建築主等」という。）は、当該申請に係る建築物又は工作物（以

下「建築物等」という。）の工事着手前に監理者等を定め、工事監理者・工事施工者決定届（様

式第１号）を建築主事に提出しなければならない。 

（工事監理計画の届出） 

第４条 次に掲げる申請又は届出をしようとする建築主は、当該申請又は届出を行う際、建築士法

（昭和25年法律第202号）第24条の７第１項第２号に規定する工事の設計図書との照合方法並びに

建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）第17条の38第８号に掲げる事項のうち工事監理に

関する事項について、工事監理計画届（様式第２号）を建築主事に提出しなければならない。 

(１) 法第６条第１項の規定による確認の申請（工事監理者が未定のまま確認の申請をする場合

を除く。） 

(２) 前条の規定による届出（工事監理者に係るものに限る。） 

（軽微な変更） 

第５条 法第６条第１項の規定により確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等が当該建築物等

の計画の変更（省令第３条の２に規定する軽微な変更に限る。）をして法第６条第１項の規定に

よる工事をしようとする場合は、軽微な変更届（様式第３号）を建築主事に提出しなければなら

ない。ただし、同項に規定する建築物等の計画の変更と併せて行う場合は、この限りでない。 

（完了検査申請書の添付書類） 

第６条 省令第４条第１項第６号（省令第８条の２第13項において準用する場合を含む。）に規定

する市長が定める書類は、省令第４条第１項の完了検査申請書（法第18条第16項の規定により通

知をする場合にあっては、省令別記第42号の13様式による工事完了通知書）の第４面の左欄に掲

げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真（法第７条の

３第１項の特定工程に係る建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るもの

に限る。）とする。 

（中間検査申請書の添付書類） 

第７条 省令第４条の８第１項第４号（省令第８条の２第17項において準用する場合を含む。）」

に規定する市長が定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定



3/41 

める書類とする。 

(１) 法第６条の４第１項第３号に掲げる建築物であって、政令第46条第４項の適用を受けるも

の 次に掲げる書類 

ア 省令第４条の８第１項に規定する中間検査申請書（法第18条第19項の規定により通知をす

る場合にあっては、省令別記第42号の17様式による特定工程工事終了通知書）の第４面の左

欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照会方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真（既

に中間検査を受けている建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るも

のに限る。） 

イ 筋交いの位置及び種類を明示した図書（当該建築物に係る省令第１条の３第１項（省令第

３条の３第１項及び第８条の２第１項において準用する場合を含む。）の確認の申請書に当

該書類を添付した場合を除く。） 

ウ 構造耐力上主要な軸組の長さについて、政令第46条第４項の基準に基づき算定した書類（当

該建築物に係る省令第１条の３第１項（省令第３条の３第１項及び第８条の２第１項におい

て準用する場合を含む。）の確認の申請書に当該書類を添付した場合を除く。） 

エ その他建築主事が必要と認める書類 

(２) 前号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる書類 

ア 前号アに掲げる書類 

イ その他建築主事が必要と認める書類 

（定期報告を要する昇降機の指定） 

第８条 法第12条第３項の規定により市長が指定する昇降機（以下「昇降機」という。）は、次に

掲げるものとする。 

(１) エレベーター（労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第41条第２項の規定による性能検

査を受けなければならないもので、労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第１第１号から第

５号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程における

原材料、製品等の運搬又は専ら搬送過程における貨物等の運搬の用途に供するもの（専ら生産

又は搬送の作業に従事する者が運搬のために乗り込むものを含む。）及び住宅又は兼用住宅若

しくは共同住宅の住戸（以下「個人住宅等」という。）の内に設置されるもので、専ら当該個

人住宅等に居住する者が使用するものを除く。） 

(２) エスカレーター（個人住宅等の内に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に居住する者

が使用するものを除く。） 
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(３) 小荷物用専用昇降機（個人住宅等の内に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に居住す

る者が使用するものを除く。） 

（昇降機の定期報告） 

第９条 法第12条第３項の規定により報告をしようとする者は、昇降機定期検査報告書（様式第４

号）の正本及び副本に次の表の左欄に掲げる昇降機の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

様式による検査書を添えて、市長に提出しなければならない。 

昇降機の種類 検査書の様式 

ロープ式エレベーター 様式第５号 

油圧式エレベーター 様式第６号 

エスカレーター 様式第７号 

小荷物専用昇降機 様式第８号 

２ 省令第６条第１項の規定により市長が定める時期は、毎年法第７条第５項の規定による検査済

証の交付を受けた日に応当する日の30日前から応当する日の30日後までとする。 

３ 第１項の検査書は、報告の日前１月以内に検査し、作成したものでなければならない。 

４ 省令第６条の３第５項第２号に規定する同条第２項第８号の書類の保存期間は、１年とする。 

（報告等） 

第10条 法第31条第２項に規定するし尿浄化槽を設置しようとする建築主は、し尿浄化槽の概要書

（様式第９号）に、し尿浄化槽の構造及び仕様を示す図書を添えて、建築主事に提出しなければ

ならない。ただし、当該し尿浄化槽に関し、浄化槽法（昭和58年法律第43号）第５条第１項の規

定により届出すべきときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、浄化槽工事業者が未定のままし尿浄化槽の概要書を提出した建築主は、

当該し尿浄化槽の工事の着手前に浄化槽工事業者を定め、浄化槽工事業者決定届（様式第10号）

を建築主事に提出しなければならない。 

３ 昇降機を設置しようとする者は、次の表の左欄に掲げる昇降機の種類に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる様式による昇降機設置計画書を市長に提出しなければならない。 

昇降機の種類 昇降機設置計画書の様式 

エレベーター 様式第11号 

エスカレーター 様式第12号 

小荷物専用昇降機 様式第13号 
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４ 法第３条第２項の規定により法第48条第１項から第13項までの規定の適用を受けない建築物の

所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、不適格建築物報告書（様式第14号）

の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、政令第137条に規定する基準時から１月以

内に市長に提出しなければならない。 

(１) 付近見取図 

(２) 配置図 

(３) 平面図 

(４) 前３号に掲げる図書のほか、市長が特に必要と認める図書 

５ 前項の報告書を提出した建築物の所有者等は、当該報告書の記載事項を変更しようとするとき

は、あらかじめ、不適格建築物変更届（様式第15号）の正本及び副本に、それぞれ前項各号に掲

げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（道路の位置の指定の申請） 

第11条 法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の

指定・変更・廃止申請書（様式第16号）の正本及び副本に、それぞれ道路の位置の指定・変更・

廃止申請書添付図書（様式第17号）及び次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(１) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書 

(２) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書（全部事項証明書） 

(３) 前２号に掲げる図書のほか、市長が特に必要と認める図書 

（指定を受けた道路の位置の変更及び廃止の申請） 

第12条 前条の規定は、法第42条第１項第５号に規定する指定を受けた道路の位置を変更し、又は

廃止しようとする場合について準用する。 

２ 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項若しくは第35条の２第１項の許可を受けた開

発区域内若しくは同法第65条第１項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法

（昭和44年法律第38号）による市街地再開発事業の施行地区内又は土地区画整理法（昭和29年法

律第119号）による土地区画整理事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部

分に存する法第42条第１項第５号に規定する指定を受けた道路の位置の指定の変更又は廃止につ

いては、法第43条第１項の規定又は県条例第５条、第12条若しくは第13条の規定に抵触する敷地

が生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前項において準用する前条の規定による申請の手

続がされたものとみなす。 
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（指定を受けた道路の位置の標示） 

第13条 法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、側溝、街渠その他の永

久構造物により道路の位置を明確にしておかなければならない。 

（道の指定の申請） 

第14条 法第42条第２項に規定する道の指定を受けようとする者は、道の指定申請書（様式第18号）

の正本及び副本に、それぞれ道の指定申請書添付図書（様式第19号）及び法第３章の規定が適用

されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる道であったことを証する図書を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（道の指定を受けた道路の廃止の申請） 

第15条 前条に規定する道の指定を受けた道路の廃止の申請をしようとする者は、道の指定を受け

た道路の廃止申請書（様式第18号）の正本及び副本に、それぞれ道の指定を受けた道路の廃止申

請書添付図書（様式第19号）を添えて、市長に提出しなければならない。 

（接道規制の特例に係る認定） 

第16条 法第43条第２項第１号の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の４の２第１

項に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、市長に提出

しなければならない。 

図書の種類 縮尺 明示すべき事項 

公図写し   

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物、地域地区及び都市計画

施設 

土地利用現況

図 

500分の１以上 縮尺、方位、敷地の隣地の区画及び土地利用の状況並び

にその土地に附属する建築物の用途及び配置の状況 

配置図 500分の１以上 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位

置、用途及び規模並びに申請に係る建築物と他の建築物

との別 

各階平面図 200分の１以上 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部

分の寸法 

２面以上の立

面図 

200分の１以上 縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ 
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（仮設建築物等の許可の申請） 

第17条 法第85条第３項若しくは第５項又は法第87条の３第３項若しくは第５項の規定による許可

を受けようとする者は、省令第10条の４第１項に規定する許可申請書の正本及び副本に、それぞ

れ次の表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

図書の種類 縮尺 明示すべき事項 

付近見取図 2,500分の１ 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 500分の１以上 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の

位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物

との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 200分の１以上 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び主要部分の寸法 

２面以上の立面

図 

200分の１以上 縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ 

構造図 100分の１以上 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸

法 

（一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定及びその取消し） 

第18条 法第86条第１項又は第２項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第１

項に規定する認定申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 公図写し 

(２) 同意書（様式第20号）及び同意者の印鑑登録証明書 

(３) 当該申請に係る土地の登記事項証明書（全部事項証明書） 

２ 法第86条の２第１項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第２項に規定す

る認定申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 公図写し 

(２) 当該申請に係る計画書（省令別記第64号様式） 

３ 法第86条の５第２項の規定による認定の取消しを受けようとする者は、省令第10条の21第１項

に規定する認定取消申請書正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 公図写し 
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(２) 合意書（様式第21号）及び合意者の印鑑登録証明書 

(３) 当該申請に係る土地の登記事項証明書（全部事項証明書） 

（総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に係る認定） 

第19条 法第86条の６第２項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の４の２第１項

に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しな

ければならない。 

図書の種類 縮尺 明示すべき事項 

公図写し   

付近見取図 2,500分の１ 方位、道路、目標となる地物、地域地区及び都市計画

施設 

配置図 500分の１以上 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の

位置、用途、規模、高さ及び構造、申請に係る建築物

と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅

員、隣棟間隔、戸数並びに敷地内の通路 

各階平面図 200分の１以上 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要

部分の寸法 

日影図 500分の１以上 省令第１条の３第１項の表２の(30)の項図面の種類の

欄に掲げる日影図、日影形状算定表、２面以上の断面

図及び平均地盤面算定表の区分に応じ、それぞれ同項

明示すべき事項の欄に定めるもの 

（既存の一の建築物について２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限に係る認定） 

第20条 法第86条の８第１項若しくは第３項（法第87条の２第２項において準用する場合を含む。）

又は法第87条の２第１項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の23第１項第１号

に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ公図写しを添えて市長に提出しなければなら

ない。 

（申請書の記載事項の変更届等の届出） 

第21条 法による許可若しくは認定又は法第６条第１項の規定による確認済証の交付（以下「確認

等」という。）を受けた建築物等の建築主等は、工事完了前に許可申請書、認定申請書又は確認

申請書の記載事項に変更が生じた場合は、記載事項変更届（様式第22号）を市長又は建築主事に
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提出しなければならない。 

２ 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等に係る工事の計画の全部又は一部を廃止

した場合（法第６条第１項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、工事の計画の

一部を廃止した場合を除く。）は、計画廃止届（様式第23号）に当該許可通知書、認定通知書又

は法第６条第１項の確認済証及び廃止する部分を示す図書を添えて、市長又は建築主事に提出し

なければならない。ただし、市長又は建築主事が特に必要がないと認めたときは、許可通知書、

認定通知書又は法第６条第１項の確認済証及び廃止する部分を示す図書の提出を省略することが

できる。 

３ 昇降機の管理者は、当該昇降機が次の各号のいずれかに該当する場合においては、昇降機変更

等届（様式第24号）を市長に提出しなければならない。 

(１) 管理者の氏名又は住所の変更 

(２) 昇降機の部分の構造又は用途の変更 

(３) 使用の休止 

(４) 休止後の再使用 

(５) 除却 

４ 前項に規定する届出の時期は、同項第２号又は第４号の場合にあっては、当該変更又は使用を

しようとする日の20日前までに、その他の場合にあっては、当該変更、休止又は除却した日から

起算して10日までとする。 

（指定確認検査機関の照会） 

第22条 法第77条の32の規定による照会をしようとする指定確認検査機関は、照会書（様式第25号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の照会があったときは、照会通知書（様式第26号）により照会のあった指定確認

検査機関に通知するものとする。 

（通知書等の交付） 

第23条 市長は、次の各号に掲げる申請に基づいて、承認、指定、許可、認定等をしたときは、そ

れぞれ、当該各号に定める通知書に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付するものとする。 

(１) 第11条及び同条を準用する第12条の規定による道路の位置の指定、変更又は廃止の申請 

道路の位置の指定・変更・廃止通知書（様式第27号） 

(２) 第14条の規定による道の指定の申請 道の指定通知書（様式第28号） 

２ 市長は、第10条第４項の不適格建築物報告書を受け付けしたときは、当該報告事項を台帳に登
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録し、その旨を不適格建築物登録通知書（様式第29号）に当該報告書の副本を添えて当該報告者

に通知するものとする。 

３ 前項の規定は、第10条第５項の不適格建築物変更届を受け付けした場合について準用する。 

（準用） 

第24条 第２条から第５条まで並びに第21条第１項及び第２項の規定は、法第18条第２項に規定す

る場合について準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、静岡県建築基準法施行細則（昭和49年静岡県規則第６号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手

続その他の行為とみなす。 

附 則（平成19年12月10日規則第23号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年５月29日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年６月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は平成27年６月25日

から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条の規定（「第４条の８第１項第５号」を「第４条の８第１項第４号（省令第８

条の２第17項において準用する場合を含む。）」に改める部分を除く。）は、建築基準法（昭和

25年法律第201号）第６条第１項若しくは第６条の２第１項の確認の申請又は同法第18条第２項の

通知（以下これらを「確認申請等」という。）（この規則の施行日（以下「施行日」という。）

以後にされたものに限る。）に係る工事について適用し、確認申請等（施行日前にされたものに

限る。）に係る工事については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に改正前の袋井市建築基準法施行細則の規定により使用している様式

は、改正後の袋井市建築基準法施行細則の規定による書類とみなす。 

附 則（平成29年９月29日規則第25号） 

この規則は、平成29年10月１日から施行する。ただし、第10条第４項の改正規定は、平成30年４
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月１日から施行する。 

附 則（平成30年９月21日規則第28号） 

この規則は、平成30年９月25日から施行する。 

附 則（令和元年６月24日規則第３号） 

この規則は、令和元年６月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(１) 第２条、第24条及び様式第17号の改正規定 公布の日 

(２) 様式第９号の改正規定 令和元年７月１日 

附 則（令和３年３月30日規則第２号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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